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１日１人１票を！

エントリー№1207 すそのん

ゆるキャラグランプリ２０１４

　９月16日㈫韓国・光州市で開催された国際か
んがい排水委員会で、深良用水が「かんがい施
設遺産」へ登録されることが決まりました。完
成から344年が経ったこの日も、芦ノ湖の豊か
な水が1,280ｍのずい道を通って流れてきます。



10月19日㈰、富士山火山３県合同訓練
第1次避難対象エリアで避難方法などを検証

富士山は活きている

　富士山は 1707 年（宝永４年）の噴火後、300 年以上

噴火をしていませんが、平成 12 年に低周波地震が観

測され、富士山が活火山であることを再認識させられ

ました。９月１日現在、富士山の火山活動が活発化す

る兆候はありませんが、大規模な噴火が発生した場合、

被害の規模や影響は、甚大なものになることが予測さ

れます。溶岩流や融雪型火山泥流などによる被害は、

山梨・静岡両県の複数の市町村におよびます。また降

灰による影響は、首都圏に拡大する恐れがあります。

静岡・山梨・神奈川の3県が連携

　平成 24 年６月、静岡・山梨・神奈川の３県が連携

して防災対策を推進するため、富士山火山防災対策協

議会が設立されました。今回の合同訓練は、同協議会

の呼び掛けで実施されるものです。訓練を通じて、避

難対策の課題を洗い出し、計画の実効性を高めていき

ます。当市でも現在、市の火山避難計画の策定を進め

ていますが、訓練を検証し、成果や課題などを計画に

反映していきます。

本部運営・避難・救出を検証

　避難訓練の対象区域は、十里木高原別荘地芙蓉の森

地区です。この区域は、富士山火山避難計画の中で第

１次避難対象エリアに指定されている場所です。避難

訓練には、同地区内に住んでいて、事前に同意した方

が参加できます。

　次の３部門の訓練を行い、訓練内容を検証します。

１．災害対策本部運営訓練
　 　本部から市内一斉に、まもメールや広報無線放送

を使って、噴火に関する情報や発令された避難勧告

を伝達する訓練を行います。

２．避難行動訓練
　 　十里木高原別荘地芙蓉の森地区内で協力を得られ

た方を対象に、自家用車による避難訓練を行います。

避難経路と移動時間を検証します。

３．残留者救出訓練
　 　警戒区域内に残留者がいることを想定し、自衛隊

車両で救出活動を行います。救出活動中の安全を確

保するための条件を検証します。

まもメールと無線放送で市内一斉に発信

　訓練は、８時 30 分から 11 時 30 分ごろまで行います。

その間、まもメールと広報無線放送を通して、市内一

斉に情報などを発信します。本当の噴火と間違えて慌

てないようにご注意ください。また、避難経路として

国道 469 号、パノラマロード、国道 246 号、県道 394

号などの幹線道路を利用します。

防災交通課
995-1817☎

　10月19日㈰の午前中、静岡・山梨・神奈川の
３県が合同で、富士山の噴火に備えた避難訓練
を行います。市では、県の訓練と連動し、第１
次避難対象エリアの方を対象に避難勧告を発令
し、避難や救出などの実動訓練を行います。訓
練の成果や課題は、現在策定中の（仮称）市火
山避難計画に反映されます。

○訓練スケジュール
時間

内容
９時 10時 11時 12時

災害対策本部 本部運営（避難勧告発令・残留者救出要請など）

避難訓練 自家用車による住民避難

救出訓練 自衛隊による残留者救出

市富士山火山防災マップ

火砕
流

火 
口

噴
 石

溶
岩
流

訓練対象地域

※変更になる場合があります。
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不法投棄は環境に悪影響
ごみは市の収集へ

不法投棄は犯罪です

　家電製品などの不法投棄は近隣への迷惑になります。

また、しみだした有害物質による土壌汚染など環境に

も大きな影響を与えます。

　廃棄物処理法第 16 条に「何人もみだりに廃棄物を

捨ててはならない」と規定され、同法第 25 条には、

違反者に対し「５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以

下の罰金またはその両方に処される」とされています。

　市では不法投棄の予防策として、不法投棄されやす

い場所を中心に、定期的にパトロールを実施していま

す。そして、悪質な不法投棄を見つけたら警察へ連絡

し、投棄者の特定や捜査を依頼しています。

野焼きは禁止されています

　野外でダイオキシン類の排出抑制対策が施された焼

却炉を使わずにごみを焼却することは、農業などを営

む上でやむを得ない焼却や塔婆の供養焼却など一部の

例外を除き、法律で禁止されています。また、禁止の

例外に当てはまる焼却であっても、周辺への迷惑がか

からないように注意が必要です。

市民部　生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

☎
　山林や道路わき、空き地などへの不法投棄が後を絶ちません。
地域で協力して草刈りなどをして不法投棄されない環境を作り
ましょう。
　また、不法投棄だけでなく、市のごみ収集に出さず自分でご
みを燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生し、健康を阻
害します。ごみは市の収集に出しましょう。

　浄化槽の使用者は、次のことを行うことが浄化

槽法で義務づけられています。

１�．保守点検は県の登録業者に委託し、年に３、
４回以上実施してください　

２�．清掃は市の許可業者に委託し、年に１回以上
実施してください

　西・東・深良地区▶山水総業　☎ 992-1561

　富岡・須山地区▶富士クリーンサービス

　　　　　　　　　☎ 997-6100

　※ 希望する日時がある場合は、早めの予約が必

要です。

３�．法定検査は県の指定検査機関へ依頼し、年に
１回行ってください

　県生活科学検査センター　☎ 054-621-5030

　※ 保守点検や清掃の記録書類が必要です。３年

間保管してください。

　※ ５月に県が、法定検査未受検の方に通知を送

付しています。まだ検査の申し込みをしてい

ない場合は、お早めにお願いします。

10月１日は
「浄化槽の日」です

　不法投棄が行われていないか、月に１度、３時

間ほど担当地区をパトロールしています。パト

ロール中に見つけるごみはペットボトルや空き缶、

コンビニの弁当の容器などのほかに、旧型のテレ

ビや自転車などです。ゴミは目が届きにくい草む

らなどに捨てられることが多いです。夏は特に草

が生い茂っているので、地域で草刈りなどを行い、

不法投棄されない環境を作ることが大切です。最

近は駐車場や新東名高速道路の側道沿いにごみを

捨てられることが増えてきました。今後、どう抑

止していくかが課題です。

　自分たちが住んでいる町は自分たちできれいに

していかなければなりません。不法投棄をしない、

させないことがきれいな町を維持していくことに

つながります。皆さんご協力をお願いします。

自分たちの住む町は
自分たちできれいに
　　県産業廃棄物不法投棄監視委員
　　（西・富岡地区担当）
� 渡邊一郎�さん
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10月25日・26日ふれあいフェスタすその
25日は消費生活展も！

商工観光課
995-1857☎

2014市民のふれあいフェスタすその
“次代へつなぐ、すその商

あき

人
んど

のちから”

と　き／ 10 月 25 日㈯・26 日㈰　10 時～ 16 時

　　　　※ 26 日㈰は 15 時まで

ところ／市民文化センター

 【イベント情報】
○商品、工業製品、観光物産品、植木などの展示・即売

○企業紹介、建設業紹介

○住宅防災不動産フェア

○すそのブランド認定品などのＰＲ

○ 青年部イベント（くじ屋、ジャンボパチンコ、射的、

ジャンボふわふわ、ステージ、フードクラブの商品

販売など）

○女性部によるエコキャップ回収運動

○すその餃子祭り　－すその水ギョーザも販売！

○鉄道列車模型の走行、富士山と電車の写真展

○親子工作教室（26 日のみ）

○裾野サービスカードの大抽選会（25 日のみ）

○ 県警察音楽隊の演奏とカラーガードエンジェルズ

（25 日のみ）

◇親子工作教室の参加者を募集 
　本立てづくりに挑戦！

　建設業協会の方の指導を受けて、本立てを作ります。

と　き／ 10 月 26 日㈰　10 時 30 分～

ところ／市民文化センターエントランス

対　象／ 市内に住んでいる小学生以下の児童とその保

護者

定　員／ 20 組（先着順）

持ち物／かなづち、ものさし

申込み／商工観光課へお申し込みください。

第33回消費生活展
“くらしサンサンフェスタ”

と　き／ 10 月 25 日㈯　10 時～ 15 時

ところ／生涯学習センター

 【イベント情報】
○おもちゃ病院（10 時～ 14 時）

　 　おもちゃを修理します。壊れたおもちゃをお持ち

ください。 ※修理できない場合や、費用がかかる

場合があります。

○バザー（11 時～ 14 時）

○体験コーナー「エコな材料でクラフト作り体験」

　・お気に入りの雑誌でバッグ作り（10 時 30 分～）

　・荷造りひもを使った手まり（11 時 30 分～）

　・折り紙でリース作り（13 時 30 分～）

　※定員は各回 10 人です

○抽選会　－地場産品の詰め合わせなどが当たる！

 【パネル展示】
 ・消費者団体協議会この 1 年 （市消費者団体協議会）

 ・消費税と食品表示 （市消費生活研究会）

 ・野菜ジュースの中身を知ろう 　（ライフプラネット）

 ・あなたを狙う悪質商法にご用心！ （消費生活センター）

 ・気になる日用品の価格動向 （くらしのモニター）

 ・身近な“環境”について学ぼう （生活環境課）

 ・食事のマナーを見直そう！ （市学校栄養士会）

 ・くらしに潜む危険から身を守るために

　 （ 独 製品評価技術基盤機構）

 ・電気を正しく使って快適ライフ （関東電気保安協会）

 ・みんなと進めようリサイクル

　 （明るい社会づくり運動 県裾野地区協議会）

 ・地域の宝、里山をこどもたちへ

　 （ＮＰＯ法人里山会公文名ファイブ）

　10 月 25 日㈯・26 日㈰にふれあいフェスタすその
を市民文化センターで、25 日㈯に消費生活展を生涯学
習センターで開催します。産業と消費のお祭り同時開催
です。ふれあいフェスタすそのでは、市内の商工業者な
どによる展示や即売、すその餃子祭りなどを行います。
消費生活展では消費生活に関する展示などを行います。
家族そろってお出かけください。
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固定資産税・都市計画税
住宅用の土地にかかる税負担を軽減

課税課資産税係
995-1809☎

税額＝課税標準額×税率 �
　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固

定資産評価基準にもとづいて決定されます。原則とし

て、評価額が課税標準額となります。課税標準額に税

率を乗じ、固定資産税額と都市計画税額が算出されま

す。税率は、固定資産税が 1.4％、都市計画税が 0.2％

です。

住宅用地の課税標準の特例 �
　専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土

地が住宅用地です。住宅用地には、税負担を軽減する

ための特例措置が適用されます。住宅用地には、小規

模住宅用地と一般住宅用地があります。

 【小規模住宅用地】
　200㎡以下の住宅用地のことです。200㎡を超える

場合は、住宅１個につき 200㎡までの部分が小規模住

宅用地になります。小規模住宅用地の固定資産税の課

税標準額は評価額の１／６が上限に、都市計画税の課

税標準額は評価額の１／３が上限になります。

 【一般住宅用地】
　小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、

一戸建住宅の敷地面積が 300㎡だとすると、200㎡は

小規模住宅用地、残り 100㎡が一般住宅用地になりま

す。一般住宅用地の固定資産税の課税標準額は評価額

の１／３が上限に、都市計画税の課税標準額は評価額

の２／３が上限になります。

土地使用状況の申告を！ �
　住宅用地の課税標準の特例措置の適用を受けるため

には、申告が必要です。家屋を新増築したときや家屋

の用途を変更したときは、土地使用状況申告書を課税

課資産税係へ提出してください。

 〈計算例〉
　一戸建住宅が建っていて、敷地面積が300㎡
で評価額が 1,800 万円の土地の固定資産税額
は？
　住宅 1 個につき 200㎡までが小規模住宅用地と

なるので、この土地の場合 200㎡が小規模住宅用

地で 100㎡が一般住宅用地となります。

　●小規模住宅用地分の評価額は、

　　1,800 万円× 200㎡／ 300㎡＝ 1,200 万円

　　 小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額は、

評価額の１／６が上限となるので、

　　 1,200 万円×１／６＝ 200 万円が上限になり

ます。

　●一般住宅用地分の評価額は、

　　1,800 万円× 100㎡／ 300㎡＝ 600 万円

　　 一般住宅用地の固定資産税の課税標準額は、

評価額の１／３が上限となるので、

　　 600 万円×１／３＝ 200 万円が上限になりま

す。

　●この土地の固定資産税額の上限額は、

　　 （200 万円＋ 200 万円）× 1.4％＝ 56,000 円

になります。

　住宅を壊し更地になると、住宅用地の特例措置

が適用されなくなるので、土地にかかる税額は上

がります。既存の住宅を取り壊し、新しい住宅を

建築していて一定の要件を満たす場合には、引き

続き、住宅用地の課税標準の特例措置が適用され

ます。

　固定資産税は、毎年１月１日現在、市内に土地、家屋、償却
資産を所有している方が、市に納める税金です。市街化区域内
に土地、家屋を所有している方には、都市計画税も課税されま
す。住宅用に使用されている土地は、税負担を軽減するための
特例措置が適用されます。事業用から住宅用に家屋の用途を変
更した場合などには、申告をしてください。

住宅を取り壊したら
� 税額が大幅に上がった！
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お知らせ
Announcement
無料調停相談会

　交通事故、金銭、土地建物、公害、

家庭問題などの相談に調停委員が応

じます。

10月８日㈬　12時30分～16時30分

大手町会館（沼津市大手町）

静岡地方裁判所沼津支部
　931-6000

行政書士による無料相談

　行政書士は、依頼を受けて官公署

に提出する書類や権利義務、事実証

明に関する書類を作成します。また、

作成した書類を官公署へ提出する手

続きの代理、行政書士が作成するこ

とができる契約その他の書類の代理

人としての作成を行っています。10

月は行政書士制度広報月間です。無

料相談所を開設します。

10 月 20 日㈪　10 時～ 12 時

市役所４階会議室

行政書士会裾野支部　992-6577

国保高齢受給者証新規交付会

　11 月１日㈯から対象となる方に

受給者証を交付します。

 10月23日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 年 10 月２日から 11 月１

日までに生まれた方

通�知／対象の方には、事前にはがき

でお知らせします。転入してきた方

や通知のない方はご連絡ください。

国保年金課　995-1814

にこにこキャラバン
“下和田呼子地区の巻”

　民生委員児童委員（主任児童委員）

と楽しいひとときを過ごしてみませ

んか。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

10 月 21 日㈫　10 時～ 12 時

富岡第二小学校

 未就園児とその保護者

 歌、手遊び、リズム遊び、親子製

作、主任児童委員を交えたフリー

トークなど

社会福祉課　995-1819

10月21日～27日
行政相談週間

雇用、年金、登記、道路、河川など

国の仕事や手続きについて疑問や要

望がある方は、行政相談をご利用く

ださい。行政相談委員は総務大臣か

ら委嘱された方々です。

 10 月 20 日 ㈪　10 時 ～ 12 時、

13 時～ 15 時　

※ 毎月 20 日に行います。20 日が土・

日・祝日のときは次の平日に行い

ます。奇数月は午前中のみです。

市役所４階会議室

【行政相談委員】
　市内には、総務大臣から委嘱され

た二人の行政相談委員がいます。

相談委員の湯山貴志子さんと芹澤隆伸さん

広報室　995-1802
　静岡行政評価事務所
　0570-090110

　市では、毎日無線放送を

行っています。この放送で

は、東富士演習場の演習通

報や市の行事予定、災害時

の緊急情報などをお知らせ

しています。無線放送を聞

くためには、戸別受信機が

必要です。市では、希望す

 ・  市内のほかの地区へ転居する場合（東地区から西 

地区など）

※ 東地区から東地区など同地区内へ転居する場合 

はそのままお使いください。

放送内容

時間 内　容

 ６：30 演習通報、行事予定、市からのお知らせ

 9：00 時報

12：00 時報

17：00 時報

19：30 演習通報、行事予定、市からのお知らせ

る世帯主の方に、無償で１台貸し出しています。

 市に住民登録がある世帯主の方

※１世帯につき１台

次の場合は、戸別受信機を市に返却してください。

 ・市外へ転出するとき

広報室
995-1802無線放送戸別受信機の貸出
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

美化センター
ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、10 月 29 日㈬は、ごみのを持ち

込みができません。

美化センター　992-3210

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉
11月１日㈯・２日㈰　2014富士チャ

ンピオンレースシリーズ第５戦、イ

ンタープロトシリーズ第４戦

富士スピードウェイ
　0550-78-2312

駿東地域職業訓練センター
11月講座

 ●技能講習▶玉掛け技能講習●特

別教育▶伐木作業の安全衛生講習

（大径木対応）●人材育成▶監督者

訓練１科ＴＷＩ（仕事の教え方）、

話し方講座（夜間）●受験対策講座

▶建築大工技能検定対策講座（１

級・２級）●パソコンコース▶パ

ソコン入門（ビギナーズコース）、

ワード基礎、エクセル基礎、ワー

ド活用、エクセル活用、年賀状作

成、夜間年賀状作成、夜間パソコ

ン入門（ビギナーズコース）●カル

チャーコース▶夜間英会話、フラ

ワーアレンジメント、手作り木綿

ぞうり教室、アロマ教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

法人市民税法人税割の
税率の変更

　法人市民税法人税割の税率を改正

します。10 月１日㈬以降に開始す

る事業年度から適用されます。

 【法人市民税法人税割】
　現行 12.3％→改正後 9.7％

●中間申告の特例
　法人市民税法人税割の税率改正に

伴い、10 月１日㈬以降に開始する

最初の事業年度の予定申告額につい

て、法人税割は、「前事業年度の法人

税割額×4.7÷前事業年度の月数」と

する経過措置が講じられます。

課税課市民税係　995-1810

児童手当の支給

　10 月 10 日㈮は児童手当の支給日

です。児童手当は、認定請求をした

月の翌月分から支給事由の消滅した

月分まで支給されます。

支給額（月額）
３歳未満▶ 15,000 円

３～ 12 歳（第１・２子）▶ 10,000 円

３～ 12 歳（第３子以降）▶ 15,000 円

中学生▶ 10,000 円

所得が制限額を超えている方の児童

▶ 5,000 円

※４カ月分をまとめて支給します。

支給日／６月、10 月、２月の 10 日

　※ 土日・祝日の場合はその直前の

平日

支給方法／指定口座に振り込みます。

 ９月末日時点で、現況届が未提出

や書類不備の場合は支払いが保留

されます。手続きが済んでいない

方は、至急、手続きしてください。

子育て支援室　995-1841

福祉のしごと就職フェア
～秋の収穫祭～

 10 月 10 日㈮　17 時～ 20 時

プラサヴェルデ（沼津市大手町）

 福祉職場に就職を希望する方、職

員を募集中または来年度採用予定

の法人施設事業所

県社会福祉人材センター
　054-271-2110

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）

　対象の方が期間中に実施医療機関

でインフルエンザの予防接種をした

場合、接種費用の一部を助成します。

 10月６日㈪～平成27年３月31日㈫

 市に住民登録のある方で、次のい

ずれかに該当する方

　 ❶予防接種を受ける日に満 65 歳

以上の方

　 ❷予防接種を受ける日に満 60 歳

以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、

呼吸器、免疫機能に障がいがある

方のうち、身体障害者手帳１級ま

たは同程度の障がいがある方

接種券の送付・発行
 ・  生年月日が昭和 25 年１月 31 日

以前の方には、接種券を送ります。

 ・  生年月日が昭和 25 年２月１日～

４月１日で接種を希望する方、❷

の方は、健康推進課へお問い合わ

せください。接種券を発行します。

 1,200 円（個人負担金）

※ 生活保護法による被保護世帯の方

は、費用を免除します。接種券と

印鑑をお持ちになり、接種前に健

康推進課か社会福祉課で申請して

ください。

健康推進課　992-5711
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お知らせ
Announcement

児童生徒アイデア展
（発明くふう部門）

　市内小中学校の児童生徒による想

像力豊かなアイデア作品を展示しま

す。

 10月１日㈬～15日㈬　９時30分～

21時　※15日㈬は16時まで

 生涯学習センター１階展示スペー

ス

生涯学習課　992-3800

平成25年度の
情報公開制度の運用状況

　平成 25 年度の公文書開示請求件

数は 25 件でした。

主�な内容／道路の認定や位置指定、

建築計画の概要の関係書類など

処理状況／●全部開示▶３件　

　　　　　●部分開示▶ 20 件

　　　　　●不開示▶１件

　　　　　●請求拒否▶１件

※ 開示請求に対する部分開示、不開

示などの決定について、請求者が

納得できない場合は、不服を申し

立てることができます。平成 25

年度は、不服申立てがありません

でした。

総務管財課　995-1807

こども医療費受給者証
10月1日に更新

　市では、市内の小中学生の医療費

の一部を助成しています。10 月１

日㈬から、こども医療費受給者証が

新しくなります。受給対象者（市内

の小中学生）の方に、新しい受給者

証を郵送します。10 月 1 日㈬以降に、

医療機関で受診した場合には、新し

い受給者証を提示してください。

　９月 30 日㈫まで使用していた受

給者証は、破棄してください。９月

までに受給者証を使わないで医療機

関で受診した方は受給者証を破棄し

ないで、医療費助成（払い戻し）を

受ける手続きをするときに、子育て

支援室にお持ちください。

子育て支援室　995-1841

2014裾野吹奏楽
フェスティバル

　市内の小・中・高７校の吹奏楽部

が素晴らしい演奏を披露します。

 10 月 19 日㈰　13 時～　

※開場 12 時 30 分

 市民文化センター大ホール

出�演団体／深良小学校、東小学校、

東中学校、西中学校、富岡中学校、

不二聖心女子学院、裾野高校

裾野ライオンズクラブ
　993-0007

募 集
Recruitment

初心者のための体操教室

 11月14日㈮・25日㈫・12月２日㈫・

９日㈫・平成27年１月６日㈫・13

日㈫・16日㈮・27日㈫　全８回

　時間はいずれも13時30分～15時

 福祉保健会館１階

 市に住民登録がある 20 歳以上の

方で、全８回参加でき、これまで

運動教室などに参加したことのな

い初心者の方

20 人（先着順）

 ストレッチや腰痛・肩こり予防体 

操、ボールを使った運動の指導を

行います。

10 月 27 日㈪～ 11 月 11 日㈫

 すその健康マイレージ対象事業です。

健康推進課　992-5711

おやこで星をみよう
プラネタリウム一般開放

 10 月 26 日 ㈰　13 時 15 分 ～ 14

時 30 分　15 時～ 16 時 15 分

 県立朝霧野外活動センター

90 人（先着順）

 テーマ▶秋の星、秋の四辺形、月

食、アンタレスの火星への接近、

誕生星座のおとめ座について　

県立朝霧野外活動センター
　0544-52-0321

楽しい地域づくり講座

　地域や団体での活動に役立つ組織

運営のコツや会議、話し合いの進め

方などを楽しく学びます。

 11 月 29 日㈯・12 月 20 日㈯・平

成 27 年１月 31 日㈯　時間はい

ずれも 10 時～ 16 時

 生涯学習センター学習室１

 40 人程度　※申込多数の場合は、

全３回参加可能な方を優先し、抽選

電話でお申し込みください。

11 月７日㈮

地域振興課　995-1874

市営新稲荷団地入居者
（補欠者）

　募集戸数は１戸（３ＤＫ）です。申

込者多数の場合は抽選を行い、当選

者と補欠者を決めます。

 市内に住んでいるか通勤している

方、単身世帯でないこと、収入な

どの要件があります。

募�集案内の配布／ 10 月 15 日㈬まで、

市役所２階まちづくり課で配布し

ています。

10 月８日㈬～ 15 日㈬

 入居時期は、11 月上旬の予定で

す。抽選が行われた場合は、12

月上旬になります。

まちづくり課　995-1856
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まちづくりリーダー
育成講座

 10 月 31 日㈮～ 11 月４日㈫

　各日９時 30 分～ 16 時

 三島市民活動センター会議室

30 人程度

 三島市内の視察、専門家の講義

 特定ＮＰＯ法人　グランドワー
ク三島　983-0136

第２回陶芸講座

 11 月 18 日㈫・19 日㈬　９時 30

分～ 11 時 30 分

 東西公民館

 市内に住んでいるか通勤している

方

 24 人（先着順）

受講料 400 円、材料費 3,000 円

エプロン、新聞紙、ハンドタオル

 東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、受講料を添えてお

申し込みください。

※電話、FAX、メール不可

10 月 18 日㈯９時～

東西公民館　992-6677

市環境審議会の公募委員

　市では 27 年度までに環境基本計

画を策定します。公募委員は、計画

策定にあたり、基本的事項を調査し

審議します。

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳以上の方

 若干名

任期／ 12 月から２年間

 応募用紙に必要事項を記入し、本

人が提出してください。

10 月６日㈪～ 30 日㈭

書類審査により選考します。

生活環境課　995-1816

秀景ふるさと富士写真
コンテスト

募�集作品／全国にある「ふるさと富

士（見立て富士）」を撮影した写

真　※富士山を除く

応�募規定／●フィルム部門▶カラー

プリント四ツ切●デジタル部門▶

カラープリントＡ４サイズ　※両

部門ともワイド版不可

応�募方法／応募票に必要事項を記入

し、作品の裏面に貼って郵送して

ください。応募票は県ホームペー

ジからダウンロードできます。

12 月 23 日㈫　※当日消印有効

県富士山世界遺産課
　054-221-3776

秋の星空講座～富士山周辺
から見える秋の星空～

　秋の星空や星空観察の基本などを

紹介します。初心者を対象とした講

義形式の講座です。

 11 月 16 日㈰　14 時～ 16 時

 富士山資料館学習室

 30 人（先着順）

 秋の星空と富士山、天体望遠鏡で

楽しむ星空、小惑星 Susono（裾野）

の話、近々起こる天体ショーなど

講�師／秋山 万喜夫さん（東亜天文学

会、小惑星 Susono の発見・命名者）

 入館料が必要です。大人 210 円、

小中学生 100 円

 電話でお申し込みください。

11 月８日㈯

富士山資料館　998-1325

　認知症を予防し、脳をいきいきさ

せるための教室です。

 生涯学習センター

 ６回すべて受講可能な 65 歳以上

の市民の方

 30 人（先着順）

無料

 電話でお申し込みください。

10 月６日㈪～ 31 日㈮

 飲物、タオル、筆記用具、運動の

できる服装（３～６回）

回 とき 内容

１ 11月５日㈬
13：30～15：00

保健師による講話「アルツハイマーをくい止め
るには」７月の講演のポイントを振り返り。ファ
イブコグ検査による脳の健康チェック

２ 11月21日㈮
13：30～14：30 脳の健康チェック結果報告会

３ 11月27日㈭
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ①
健康チェック

４ 12月３日㈬
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ②
健康チェック

５ 12月11日㈭
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ③
健康チェック

６ 12月24日㈬
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ④
健康チェック、まとめ

脳いきいき教室
介護保険課　995-1821
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消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

Ｑ：投資をすすめる電話があったが断ったところ「あ
なたの個人情報が漏れている。削除してあげる」と言わ
れた。勧誘電話が頻繁にかかり困っていたので依頼し
た。削除したら電話をすると言われたが信用できるか。
Ａ：公的機関や大手企業の名称をかたり「個人情報を

削除してあげる」と持ちかけ、最終的にはお金をだま

しとる詐欺が急増しています。また、複数の業者が役

回りを分担して消費者をだまそうとする劇場型勧誘も

多く見られます。「個人情報を削除してあげる」など

ともちかけてくる電話は詐欺ですので相手にせず、す

ぐ電話を切ってください。少しでもおかしいなと思っ

たときには、すぐに消費生活センターや家族、友人な

どに相談してください。一度お金を払ってしまうと取

り戻すのは極めて困難ですので、お金を払う前に相談

インターネット回線（光ファイバーやモバイルデータ
通信）などの勧誘にご注意を
　最近、インターネット回線の電話勧誘販売や訪問販

売によるトラブルが増加しています。

　サービス内容がよく分からない、勧誘が強引などと

感じた場合は、その場で契約や申込みをせず、内容を

十分検討してください。主な注意点は次のとおりです。

❶ 契約は口頭でも成立します。あいまいな返事は避け

ましょう。

❷ 電気通信サービスにクーリングオフは適用されませ

ん。ただし、工事前や業者によっては一定期間内で

あれば解約が可能な場合がありますので、契約先の

事業者に相談してください。

❸中途解約すると違約金が発生することがあります。

　 見た目の安さで判断せず、利用目的にあった料金プ

ランを選択するよう内容を確認しましょう。

募 集
Recruitment

放課後児童室の指導員

　放課後児童室では、低学年の小学

生を放課後や学校の長期休暇中に預

かっています。

勤�務時間／平日▶ 13 時～ 18 時

　㈯・長期休暇期間▶８時～ 18 時

※ 時間交代制です。勤務日数や期間、

時間は相談に応じます。

職�務内容／子どもの見守り、遊びの

指導

 西小学校・深良小学校

 子どもが好きな方

10 月 14 日㈫

西小学校放課後児童室
　992-5580
　深良小学校放課後児童室
　992-7336

屋外広告物講習会

 11 月６日㈭　９時～ 16 時 40 分

 県産業経済会館３階大会議室（静

岡市葵区追手町）

 新たに広告業を営もうとする方な

ど

140 人程度

 屋外広告物に関する法令、表示・

施工に関する知識など

3,900 円

 受講申請書に必要事項を記入し、

3,900 円分の県収入証紙を貼りつ

けて提出してください。受講申請

書は、県の各土木事務所または県

ホームページからダウンロードで

きます。

10 月 15 日㈬（必着）

県沼津土木事務所都市計画課
　920-2221
　まちづくり課　995-1829

しましょう。
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10月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 6・20・27日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 27日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 24日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 20日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 ６日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 24日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

事業名
日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

14日㈫９時～９時15分
平成26年４月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

21日㈫13時15分～13時45分
平成25年４月生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫９時～９時15分
平成24年10月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

９日㈭13時～13時15分
平成24年４月生まれの方

３歳児
健康診査

23日㈭13時～13時30分
平成23年10月生まれの方

来院時のお願い

● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 992-0008

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
10月７日㈫ 17時～ 19時 45分
10月14日㈫ ９時～ 11時 30分
10月21日㈫ 13時～ 15時 30分
10月29日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
10月14日㈫ ９時～ 11時 30分
10月29日㈬ ９時～ 11時 30分

予約が必要です。
エイズ検査の結果は約１時間 30 分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない場
合は、ご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

整形 内科 整形 内科

5 6 7 8 9 10 11

内科 内科 外科 内科 外科 内科 内科

12 13 14 15 16 17 18

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

19 20 21 22 23 24 25

内科 外科 内科 内科 整形 外科 外科

26 27 28 29 30 31

内科 内科 内科 外科 整形 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町 1-3）

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有

料

広

告
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10月後期の救急協力医

1６ 木 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 98６-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-６303 茶畑

17 金 新井内科
クリニック 992-0811 久根 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

18 土 杉山病院 9６3-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 9６7-5722 原

19 日

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

田沢医院 9６2-1205 大手町 西村医院 971-６510 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 五十嵐クリニック 934-６700 志下

20 月 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 田沢医院 9６2-1205 大手町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

21 火 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 酒井医院 9６６-1755 今沢 さくま小児科

クリニック 992-６303 茶畑

22 水 さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 おおしろ整形外科

クリニック 97６-0027 堂庭 原小児科医院 9６2-0６3６ 八幡町

23 木 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 98６-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

24 金 柿田川医院 973-3６01 柿田 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-６543 筒井町

25 土 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原
瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 �下香貫

島郷
すずきファミリー
クリニック 9６0-0333 一本松

2６ 日

高田胃腸科・内科
クリニック 9６2-1410 仲町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 9６６-5333 青野 よざ小児科医院 9６7-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-048６ 岩波 遠藤クリニック 975-8801 久米田

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告
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救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

27 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 萩野クリニック 9６６-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 火 杉山医院 972-3223 伏見 守重医院 931-2511 �我入道
江川 田中医院 921-2053 高島町

29 水 本村クリニック 9６9-0001 大塚 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-６510 下土狩

30 木 おおい神経内科 922-888６ 北高島町 池田病院 98６-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

31 金 高遠内科
クリニック 92６-8739 東椎路 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

日 曜 耳鼻科� ８時〜17時 眼　科� ８時〜17時 産婦人科�８時〜17時 歯　科� ９時〜15時

19 日
内藤耳鼻咽喉科�
クリニック
987-1717

桜堤 本多眼科医院
931-1519 御幸町 聖隷沼津病院

952-1000 松下
歯科クリニック�
みよし
994-1900

佐野

2６ 日
しんふじ耳鼻咽喉
科クリニック
0545-６5-0６00

川成新町 木村眼科
9６7-4６11 原

井関マタニティ�
クリニック
952-4103

八幡町 めぐろ歯科
980-６480 中土狩

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 926-8699
沼津市日の出町1-15

三島メディカルセンター

☎ 972-0711
三島市南本町4-31

内科・外科・小児科
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

☎

有

料

広

告
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

10
月1

日
号

993-9300

　郷友会が国土交通大臣感謝状を受賞しました。
同会は昭和 48 年に設立され、現在の会員は 672
人。市内５つの支部ごとに道路の路肩や学校の敷
地内の草刈りを行うなど、地域の環境美化に大き
く貢献しています。今回の表彰は、その継続した
活動が認められたものです。感謝状の伝達は、８
月 22 日、河川・海岸、道路愛護団体等表彰式に
あわせて県庁で行われました。

10月の休館日／
6日㈪･14日㈫･20日㈪･27日㈪

宝くじ文化公演 富良野GROUP公演2015冬
　「夜想曲－ノクターン」

　ドラマ「北の国から」などで知られる倉本聰さ
んが作・演出を務めた演劇を開催します。
 【あらすじ】
　東日本大震災から数年後の３
月 11 日。原発事故避難区域と
なった海に程近い一軒家に、津
波で二人の娘を亡くした中年の
男と若い新聞記者が忍び込む。原発事故から時が
止まったままのその家にあるのはほこりをかぶっ
たピアノと、地震で倒れた３体のピエロの彫刻。
二人はその家で、同じように津波で父親を亡くし
た彫刻家の女と出会い、震災体験を語り合う。
と　き／平成 27 年２月 27 日㈮　19 時～
　　　　開場▶ 18 時 30 分
発売日／ 10 月 18 日㈯
料　金／大人 3,000 円
　　　　高校生以下 1,000 円
※ 宝くじの助成により、特別料金となっています。
◆富良野GROUP裾野公演のサポーター募集中！

　「まさかこんなに立派な賞がもらえるとは思っ
ていませんでした」と喜びを語る会長の上山勵

つとむ

さ
ん（公文名５・84 歳）。道路の草刈りはもちろん
のこと、地区の祭り、運動会、市のふれあい健康
まつりなど多くのイベントでも活動しています。
過去に県道路利用者会議会長表彰や県知事表彰も
受賞しています。
　「表彰を受けるということは、今までの活動の
努力が実を結んだと実感できるので、これを励み
に今後も活動を継続していきたい」と上山さん。
現在の会としての悩みは、会員の減少や高齢化だ
そうです。「緑が多く、恵まれた環境の市内での
活動は気持ちが良いもの。草刈りだけが郷友会の
活動ではありません。イベントにも参加しますし、
グラウンドゴルフもやっています」と活動の楽し
さを伝えていきたいと語る会員の皆さん。
　“郷友会”を一言で表すと『郷土を愛し、奉仕
の精神で活動すること』だそうです。同会の活動
は、地域を愛する心が活力になっています。設立
から 40 年以上たちましたが、これからも地域の
担い手として継続して活動をお願いします。

富士山入山料
　昨年の富士山世界遺産登録を契機に、静岡・山
梨両県は富士山の環境を守るため、任意で 1,000
円の協力金を支払ってもらうことにしました。
　江戸時代はどうだったかというと、入山料を
取っていました。その証拠となる古文書が、須山
の御師渡邉家文書と須山区有文書に残されていま
した。左下のものは、南口（須山口）で御

お

山
やま

役
やく

（入
山料）を支払ったという山切手 （領収書）で、登
山者はこれを富士山頂の嶽役所の役人に渡しまし
た。右下のものは、本宮から須山区に出された山
切手の受取報告書です。1,473 人分の山切手を受
け取ったとあります。なお、他の資料に御

お

山
やま

役
やく

と
して 60 文を支払ったという記載があり、現在の
2,000 円相当と考えられます。

国土交通大臣感謝状を受賞
郷友会

山切手
富士山資料館展示品

覚（切手の受け取り）
須山区有文書
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